
附表 1 教育研修単位（認定歯科衛生士申請時） 

 

＊認定歯科衛生士申請時に本会会員であり、継続して 2年以上の本会在籍で教育研修単位

30単位以上を取得すること。 

＊但し年次大会、支部教育研修会への参加が直近 3 年間で 2 回以上の参加を必要とする。

           

  

Ⅰ 1年間の研修によって得られる単位 

1．公立または個人の診療施設 

(1) 本会正会員の歯科医師を有する場合    （10） 

(2) 本会正会員の歯科医師を有しない場合      （ 3） 

2．歯科大学（学部）付属病院の歯周病科、歯科保存科         （10） 

3．その他の病院歯科診療施設 

(1) 本会正会員の歯科医師を有する場合    （10） 

(2) 本会正会員の歯科医師を有しない場合      （ 3） 

 

Ⅱ その他に得られる単位 

（1回出席あたりの単位、出席したことを証明する参加証等のコピーが必要）         

1.日本臨床歯周病学会年次大会（歯科衛生士教育講演出席との重複申請可）及び支部

教育研修会の参加者及び発表者が得られる単位 

(1) 参加者             （ 8） 

(2) 発表者（加算単位）      （10） 

 

2．地域歯科医療への貢献 

学校歯科検診、保健センター等地域歯科医療への歯周治療を通した協力参加 

(1) 参加者                          （ 1） 

(2) 発表者（加算単位）            （ 3） 

 

3．日本歯科医師会、地域歯科医師会等の歯周治療を通した協力参加 

(1) 参加者                         （ 1） 

(2) 発表者（加算単位）      （ 3） 

 

 

 

 

 

 

 


